
 

スポーツ指導資格取得助成制度 助成金交付申請書 

公益財団法人恵那市スポーツ連盟会⾧ 様 
         氏名(自署)            

 
下記のとおり □ 講座  □ 資格試験  □ 更新 について本制度の利用及び助成金の交付を

申請します。 
記 

受講（受験）内容等 

利用申込日      年     月     日 

講座又は 

資格試験名他 

講座名又は資格試験名  （新規・継続） 

（                                     ） 

実施機関 

又は 

受講会場 

名 称  

所在地  

電話番号  

受講期間又は 

受験日等 

講座の場合 
受講期間 年   月   日から  年   月   日まで 
曜日及び 
時間帯他 毎週   曜   時   分から   時   分まで 

資格試験 

の場合 
試験日等 

試験日：   年   月    日 
合格発表等の有無 （ 有 ・ 無 ） 
合格発表等の日：   年   月   日 

受講者又は 

受験者 

氏名
ふりがな

                 生年月日      年   月   日 
住所 
連絡先     （    ） 

受講・受験に 

係る経費 

入学金 円 
左記小計額×1／2＝ 

円 

上記額が 40,000 円を超える場

合は、申請額は 40,000 円とす

る。ただし、1,000 円未満は切

捨て。 

(申請額) 

円 

受講料 円 

受験料 円 

テキスト代 円 

実施機関が示すその他
の経費（登録費他） 円 

交通費 

区間及び距離など  

 円 

 円 

小計 円 

受講又は受験理由  
対象講座修了・ 

試験受験後の 

活用方法について 

 私は、対象講座修了又は試験合格後に「恵那市スポーツ指導者スポーツボランティア
バンク」に登録し、広く市民のスポーツ振興のために協力することに同意します。 

受講者（受験者）自署                 

添付書類 
□出席証明書又は修了証もしくは単位取得を証明するもの  □結果通知書等、合格を

証明するもの  □受講料等の領収書（※原本を添付してください。） □受験料及び
資格取得に係る経費を証明するもの。 

（注１） 提出後、記入事項に変更がありましたら、速やかに公益財団法人恵那市スポーツ連盟事務局へご連絡ください。 
（注２） 交付額決定通知後、速やかにスポーツ指導資格取得助成金交付請求書を提出してください。 
（注３） 助成金の割合及び上限額はスポーツ指導資格取得助成規程第４条第３号及び第５号に基づき変更する場合があります。 
（注４） 添付書類は、申し出により写しを取ったうえで原本を返却することができます。 

様式第１号（第７条関係） 



 

スポーツ指導資格取得助成金交付請求書 
 

公益財団法人恵那市スポーツ連盟会⾧ 様 
 

 

    年  月  日付け スポーツ指導資格取得助成金交付決定通知に基づき、次のとおり請求しま

す。 

 

請 求 年 月 日    年   月   日 

請 求 者 

氏 名 （ 自 署 ）                     

連 絡 先  

振 込 先 口 座 

銀 行 名        銀行       支店 

預 金 種 類  

口 座 番 号  

ふ り が な 

口 座 名 義  

助 成 金 請 求 金 額     ￥ 

 
＊指定された口座に振り込みます。 

＊請求金額は交付決定書の金額を書いてください。 

様式第４号（第９条関係） 
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届  出  書 
 

年  月  日 

 

公益財団法人恵那市スポーツ連盟会⾧ 様 
 

氏名(自署)           

 

  年  月  日付けでスポーツ指導資格取得助成金交付申請をしました講座等について、また

は、第８条に基づき助成金交付の決定を受けたものについて、同規程第 11 条第  号に該当しますので

届け出ます。 

講座・試験名  

実施機関名  

受講者名又は 

受験者名 
 

変更事項 

（第１号の場合） 

変更前 変更後 

  

その他  

 

（参考）スポーツ指導資格取得助成規程 

（届出等） 

第１１条 この制度を利用する者において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届

出書（様式第５号）により会⾧に届けなければならない。 

（１） 第７条に基づき助成金交付の申請をした後に、その内容に変更があったとき。 

（２） 第８条の通知後、助成金の交付を辞退するとき。 

（３） 前二号に掲げるもののほか、会⾧が必要と認めるとき。 

 

様式第５号（第 11 条関係） 


